
 

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
十
一
号 

事
業
譲
渡
又
は
合
併
を
行
う
に
当
た
っ
て
会
社
等
が
留
意
す
べ
き
事
項
に
関
す
る
指
針
（
平
成
二
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示

第
三
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
事
業
性
融
資
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
五
十
二

号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
五
月
二
十
五
日
）
か
ら
適
用
す
る
。 

令
和
八
年
一
月
二
十
日 

厚
生
労
働
大
臣 

上
野
賢
一
郎 

事
業
譲
渡
又
は
合
併
を
行
う
に
当
た
っ
て
会
社
等
が
留
意
す
べ
き
事
項
に
関
す
る
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
件 



 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

第
２ 

事
業
譲
渡
に
当
た
っ
て
留
意
す
べ
き
事
項
等   

１
・
２ 

（
略
） 

３ 
企
業
価
値
担
保
権
に
関
す
る
事
項 

⑴ 

管
財
人
が
行
う
べ
き
事
項
等 

事
業
性
融
資
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
五
十
二

号
。
以
下
「
事
業
性
融
資
推
進
法
」
と
い
う
。
）
第
百
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
管
財
人
（
以
下
「
管
財
人
」
と
い
う
。
）
は

、
そ
の
職
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
事
業
性
融
資
推
進
法
第
百
二
十

二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
組
合
等
に
対
し
、
債
務
者
の
使
用
人
そ

の
他
の
従
業
者
（
以
下
こ
の
３
に
お
い
て
「
労
働
者
」
と
い
う
。
）
の

権
利
の
行
使
に
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
次

の
事
項
を
踏
ま
え
て
対
応
す
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。 

イ 

管
財
人
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方 

管
財
人
は
、
企
業
価
値
担
保
権
の
実
行
手
続
開
始
の
決
定
と
同
時

に
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
、
裁
判
所
が
監
督
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。 

ま
た
、
管
財
人
は
、
企
業
価
値
担
保
権
者
の
み
な
ら
ず
労
働
者
も

含
め
た
利
害
関
係
人
に
対
し
て
、
善
良
な
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て

そ
の
職
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
買
受
人
の
選
定
が
労
働
者
の

保
護
の
見
地
か
ら
不
適
当
で
あ
り
、
そ
の
注
意
を
怠
っ
た
と
き
は
、

労
働
者
、
労
働
組
合
等
を
含
む
利
害
関
係
人
は
裁
判
所
に
管
財
人
の

解
任
を
請
求
で
き
る
こ
と
と
な
る
こ
と
や
、
利
害
関
係
人
に
対
し
、

連
帯
し
て
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
。 

さ
ら
に
、
企
業
価
値
担
保
権
の
実
行
手
続
に
お
け
る
管
財
人
は
、

労
働
組
合
法
上
の
使
用
者
の
地
位
を
承
継
す
る
と
解
さ
れ
、
労
働
組

合
か
ら
、
そ
の
権
限
に
関
す
る
事
項
に
係
る
団
体
交
渉
の
申
入
れ
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
労
働
組
合
と
誠
意
を
も
っ
て
交
渉
に
当
た

第
２ 

事
業
譲
渡
に
当
た
っ
て
留
意
す
べ
き
事
項 

１
・
２ 

（
略
） 

（
新
設
） 



 

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

ロ 

企
業
価
値
担
保
権
の
実
行
に
関
す
る
事
項 

個
々
の
労
働
者
に
対
し
て
、
労
働
者
の
団
体
交
渉
そ
の
他
の
権
利

の
行
使
に
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
。
管
財
人
が
、
労
働
組
合

等
及
び
個
々
の
労
働
者
に
対
し
て
情
報
提
供
を
行
う
に
当
た
っ
て
は

、
１
の
⑵
の
イ
に
規
定
す
る
事
項
に
加
え
て
、
分
割
会
社
及
び
承
継

会
社
等
が
講
ず
べ
き
当
該
分
割
会
社
が
締
結
し
て
い
る
労
働
契
約
及

び
労
働
協
約
の
承
継
に
関
す
る
措
置
の
適
切
な
実
施
を
図
る
た
め
の

指
針
（
平
成
十
二
年
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
第
２
の
４
に
規

定
す
る
事
項
を
参
考
に
す
る
こ
と
。 

ハ 

企
業
価
値
担
保
権
の
担
保
目
的
財
産
の
換
価
と
し
て
の
事
業
譲
渡

に
関
す
る
事
項
等 

企
業
価
値
担
保
権
の
実
行
に
お
け
る
事
業
譲
渡
を
行
う
に
当
た
り

、
１
の
⑵
及
び
２
の
⑴
に
規
定
す
る
労
働
者
、
労
働
組
合
等
と
の
協

議
等
を
行
う
こ
と
。 

な
お
、
こ
の
３
の
情
報
提
供
等
は
、
企
業
価
値
担
保
権
の
実
行
手

続
開
始
決
定
後
、
必
要
に
応
じ
て
適
宜
行
わ
れ
る
こ
と
。
事
業
性
融

資
推
進
法
第
百
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
又
は
事
業
の

譲
渡
に
つ
い
て
は
、
事
業
を
解
体
せ
ず
雇
用
を
維
持
し
つ
つ
承
継
す

る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
こ
と
。
譲
受
会
社
等
の
選
定
及
び
担
保
目
的

財
産
の
換
価
に
際
し
て
は
、
裁
判
所
の
許
可
を
受
け
る
必
要
が
あ
り

、
管
財
人
に
は
、
事
業
譲
渡
の
金
額
の
多
寡
の
み
を
問
題
に
す
る
の

で
は
な
く
、
雇
用
の
維
持
や
取
引
関
係
の
維
持
、
そ
の
他
多
様
な
事

情
を
考
慮
し
て
最
も
適
切
な
承
継
先
を
選
定
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
こ
と
。 

⑵ 

会
社
が
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
事
項 

会
社
（
会
社
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
会
社
を
い
う
。
以
下
こ

の
⑵
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
企
業
価
値
担
保
権
を
設
定
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
会
社
が
置
か
れ
て
い
る
環
境
や
経
営
課
題
等
に
つ
い
て
、

会
社
の
状
況
に
応
じ
て
労
働
者
と
意
見
交
換
を
行
い
、
労
働
者
、
労
働

組
合
等
の
意
見
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
労
働
組
合
等
に
対
す
る
情
報
提
供



 

等
の
促
進
に
向
け
て
取
り
組
む
こ
と
。 

⑶ 

企
業
価
値
担
保
権
者
や
特
定
被
担
保
債
権
者
に
関
す
る
基
本
的
な
考

え
方 企

業
価
値
担
保
権
者
や
事
業
性
融
資
推
進
法
第
六
条
第
六
項
に
規
定

す
る
特
定
被
担
保
債
権
者
が
、
「
基
本
的
な
労
働
条
件
等
に
つ
い
て
、

雇
用
主
と
部
分
的
と
は
い
え
同
視
で
き
る
程
度
に
現
実
的
か
つ
具
体
的

に
支
配
、
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
位
に
あ
る
」
場
合
や
、
団
体
交

渉
の
申
入
れ
の
時
点
か
ら
「
近
接
し
た
時
期
」
に
譲
渡
会
社
等
の
労
働

組
合
の
「
組
合
員
ら
を
引
き
続
き
雇
用
す
る
可
能
性
が
現
実
的
か
つ
具

体
的
に
存
す
る
」
場
合
等
に
は
、
労
働
組
合
法
上
の
使
用
者
性
を
有
す

る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
、
留
意
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

 


